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平成２９年度第８回十和田市農業委員会総会 

 

 

１．場     所    十和田市役所議会会議室 

 

 

２．開 会 日 時    平成２９年１０月１６日（月） 午後２時００分 

 

 

３．閉 会 日 時    平成２９年１０月１６日（月） 午後２時３５分 

 

 

４．出席農業委員（１７名） 

 

２番  小 田 正 喜 君    ３番  外 山 康 仁 君 

４番  小笠原 和 男 君    ５番  箕 輪 展 忠 君 

６番  竹 浦 寿 広 君    ７番  野 崎 さち子 君 

８番  中野渡   稔 君    ９番  北 上   稔 君 

１０番  國 分 弘 志 君   １１番  甲 田   稔 君 

１３番  小 川 正 孝 君   １４番  新屋敷 より子 君 

１５番  杉 山 秀 明 君   １６番  中 野   均 君 

１７番  米 田 一 典 君   １８番  山 崎 誠 一 君 

１９番  力 石 堅太郎 君 

 

 

５．欠席農業委員（２名） 

 

１番  野 月 弘 行 君   １２番  豊 川 洋 人 君 

 

 

６．出席農地利用最適化推進委員（２名） 

 

旧十和田湖町  白 山 雄治郎 君   旧十和田湖町  中屋敷  男 君 

 

 

７．欠席農地利用最適化推進委員（０名） 

 

 

８．会議に付した案件 
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報告第３３号  農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

報告第３４号  農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

報告第３５号  農地の転用事実に関する照会について 

報告第３６号  農地等の現況について（十和田市） 

報告第３７号  農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可の取消しについて 

報告第３８号  農用地利用配分計画の認可について 

議案第５４号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第５５号  競売買受適格者の証明について 

議案第５６号  十和田市農用地利用集積計画の作成に係る要請について 

議案第５７号  十和田市農用地利用集積計画の決定について 

議案第５８号  農地法第４条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第５９号  農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

 

 

９．議事録署名委員 

 

８番  中野渡   稔 君    ９番  北 上   稔 君 

 

 

１０．会議事件の説明及び職務のため出席した職員 

 

   事 務 局 長  佐々木 勇 悦    事 務 局 次 長  市 澤 新 吾 

   事務局農地係長  越 田   守    事務局振興係長  力 石 浩 暢 

   事務局主任主査  山 﨑 和 也    事務局主任主査  野 月 明 久 

   事 務 局 主 査  中 村 俊 文    事 務 局 主 事  江 渡 俊 裕 

 

 

１１．書    記 

 

   事 務 局 主 査  中 村 俊 文 
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開会 午後２時００分 

 

議  長（力石堅太郎君）本日の欠席通告者は、１番 野月 弘行 委員、１２番 豊川

洋人 委員です。出席委員は定足数に達しておりますので、総会は成立いたしま

した。只今より、平成２９年１０月５日告示招集いたしました平成２９年度第８

回十和田市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより本日の会議を開きます。はじめに、議事録署名委員の

指名を行います。お諮りいたします。議事録署名委員は議長において指名するこ

とにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認め、議長より指名いたします。８番 中野渡 

稔 委員、９番 北上 稔 委員を指名いたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）会議書記には 中村 俊文 君を、参与には事務局長以下各職

員を任命いたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に、会期の決定を行います。お諮りいたします。 

総会の会期は本日１日限りとしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認め、総会の会期は本日１日限りと決定いたしま

した。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第３３号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）１ページをお願いいたします。報告第３３号、農地法第１８

条第６項の規定による通知書の受理について。農地法施行規則第６８条第１項

の規定により、別紙のとおり合意による解約等に係る通知書を受理したので報

告する件でございます。２ページから３ページになります。今回は１０件で、

全て合意解約によるものです。１９番は２９ページ３６番で貸借の申請があり

ます。２０番は貸借を予定しております。２１番は売買を予定しております。

２２番は３１ページ４５番で貸借の申請があります。２３番と３ページ２４番

の貸人は同一人で、３１ページ４４番で貸借の申請があります。２５番は３１

ページ４２番で貸借の申請があります。２６番は３２ページ４７番で貸借の申

請があります。２７番は３３ページ５０番で貸借の申請があります。２８番は

３２ページ４６番で貸借の申請があります。以上であります。 
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議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第３３号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第３４号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）４ページをお願いいたします。報告第３４号、農地法第３条

の３第１項の規定による届出書の受理について。農地法施行規則第２１条の規

定により、別紙のとおり相続等による権利取得の届出書を受理したので報告す

る件でございます。５ページから６ページになります。今回は６件で、全て相

続による取得です。あっせん等の希望はありません。５５番は一部が宅地とな

っておりますが、その他は自ら耕作するものです。５６番は自ら耕作するもの

です。５７番は１７ページ８６番で贈与の申請があります。５８番は自ら耕作

するものです。６ページお願いいたします。５９番は一部貸借中、また一部が

宅地となっています。その他は農地として管理するものです。６０番は一部貸

借中、その他は農地として管理するものです。なお、相続を受けた農地の一部

が農地以外の用途になっているものについては、今後分筆及び地目変更等の指

導をしていきたいと思います。以上であります。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第３４号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第３５号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）７ページをお願いいたします。報告第３５号、農地の転用事

実に関する照会について。青森地方法務局十和田支局から別紙土地の現況につ

いて照会があったので、現地調査等の結果に基づき別紙のとおり回答したので

報告する件でございます。８ページお願いいたします。今回の照会件数は３件

６筆で、現地調査は１０月５日に実施し、法務局への回答は１０月１０日に行

っております。１８番は主要地方道三沢十和田線のタイヤガーデン土手山から

東に約２５０メートル進んだ土手山集会所の南側です。申請地①から④は隣接

地となっております。①は雑木及び竹林となっています。②は土手山集会所の

南側で砕石が敷かれ、集会所利用者の駐車場となっています。③は傾斜地で雑

木が繁茂しております。④は雑木林となっています。以上のことから①から④
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までの４筆まとめて非農地と回答しました。１９番は国道４号線沿いの一心亭

十和田店から野崎方面に約４００メートル進んだ地点から北に約７００メート

ル進んだ道路の西側です。申請地は雑木が繁茂しており、非農地と回答しまし

た。２０番は杉ノ木集落から泥ノ木集落方面に約５００メートル進んだ道路の

東側です。申請地は樹高１５メートル以上の杉林となっており、非農地と回答

しました。以上であります。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第３５号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第３６号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）９ページをお願いいたします。報告第３６号、農地等の現況

について、十和田市。十和田市長から別紙土地の現況について照会があったの

で、現地調査等の結果に基づき別紙のとおり回答したので報告する件でござい

ます。１０ページお願いします。今回の照会件数は４件６筆で、現地調査は１

０月５日に実施し、十和田市への回答は１０月１１日に行っております。７番

の①は芋久保集会所前の市道を牛鍵集落方面へ約１，８００メートル進んだ道

路の北側です。申請地にはゴボウが作付けされており、農地と回答しました。

７番の②は芋久保集会所前の市道を牛鍵集落方面へ約１，４００メートル進ん

だ地点から南に約１３０メートル進んだ道路の西側です。申請地にはゴボウが

作付けされており、農地と回答しました。８番の①、②は隣接地で喜多美町集

会所北側の道路を西に約１５０メートル進んだ道路の北側です。申請地には長

芋が作付けされており、農地と回答しました。９番は小山集落から切田にぬけ

る農道を道なりに４００メートル進んだ地点から南に約２００メートル進んだ

道路の東側です。申請地にはネギが作付けされており、農地と回答しました。

１０番は主要地方道三沢十和田線のレストランペリカン前のＹ字路を三沢方面

に約１３０メートル進み、さらに北に約３８０メートル進んだ道路の北側です。

申請地は雑草が繁茂していましたが、草刈りを行えば農地性があると判断し、

農地と回答しました。以上であります。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第３６号を報告済みといたします。 
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議  長（力石堅太郎君）次に報告第３７号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）１１ページお願いいたします。報告第３７号、農地法第５条第

１項の規定に基づく農地転用許可の取消しについて。農地法第５条第１項の規定

に基づく農地転用許可について、別紙のとおり当事者による取消し願の提出があ

ったので報告する件でございます。１２ページお願いいたします。この件につき

ましては、平成１５年２月２１日付で自己住宅建築及び進入路整備のための転用

申請が許可されたものです。その後申請人から平成２９年８月３１日付で取消し

願の提出がありました。取消し理由といたしまして、譲受人が別の場所に自己住

宅を建築し、今後当地に建築する予定がないことから受理したものです。なお、 

   －   は転用申請以前から譲渡人の居宅の一部となっていることから、

取消し後も現況宅地と判断されます。今後地目変更等の指導をしていきたいと思

います。また   －   及び   －   は現在野菜等を作付けしている

ことから現況畑となります。以上であります。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第３７号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第３８号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）１３ページをお願いいたします。報告第３８号、農用地利用

配分計画の認可について。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５

項の規定に基づき、農用地利用配分計画の認可について、別紙のとおり青森県

知事から通知があったので報告する件でございます。１４ページお願いいたし

ます。今回の報告案件は平成２９年度第６回総会議案第４５号で農用地利用集

積計画の決定の承認をされたものについて、平成２９年１０月４日付で県知事

から配分計画の認可があったものです。利用権を設定する者は中間管理機構で

ある公益社団法人あおもり農林業支援センターです。賃借権の設定が合計２件

７筆、１９，５３３平方メートルです。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第３８号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）ここからは議案に入ります。今月担当した農用地利用調査班は
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第３班で、調査員は箕輪班長、野月委員、國分委員の３名です。１０月５日に現

地調査及び市役所新館４階会議室での聴取調査を行っております。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第５４号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）１５ページをお願いいたします。議案第５４号、農地法第３

条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について。農地法施行令第１条の規

定により、別紙のとおり許可申請書の提出があったので審議を求める件でござ

います。 

 

議  長（力石堅太郎君）許可申請に係る現地調査と聴取調査の結果について報告願い

ます。５番 箕輪 展忠 委員、お願いいたします。 

 

報告委員（箕輪展忠君）第３条の許可に関する報告をいたします。今回の３条申請は１７

件で、うち所有権移転が１５件、賃借権設定が２件です。まず所有権移転ですが、

申請番号７４番から８３番までの１０件は相手方要望による売買です。申請番号

８４番から８８番は贈与で、８４番は知人へ、８５番は祖母から孫へ、８６番は

子から母へ、８７番と８８番は親から子へそれぞれ贈与します。１９ページの賃

借権の設定で、申請番号６０番と６１番ともに労力不足による賃貸借するもので

す。以上について、現地確認と写真での確認の結果、申請地は全て農地として管

理されており、また申請書は適当と認められますので、委員の皆様の審議をお願

い申し上げ、報告といたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）箕輪委員、ご苦労様でした。事務局から提出議案の内容を説明

いたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）所有権移転の７４番から８８番及び賃借権の６０番６１番は農

地法第３条第２項各号の判断につきましては、お手元の調査書のとおりで該当し

ないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。以上であります。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第５４号は許可することに

決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第５５号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）２０ページお願いいたします。議案第５５号、競売買受適格

者の証明について。農地法第３条の適用を受ける土地について、別紙のとおり

農地等の買受適格証明願いの提出があったので、審議を求める件でございます。

なお、当該適格者が最高価買受申出人等となり、農地法第３条第１項の規定に

基づく許可申請書を提出したときは、証明書の交付時と事情が異なる場合を除

き許可するものとする。２１ページから２２ページになります。今回証明願い

のあった農地は青森地方裁判所八戸支部からの照会で平成２８年９月７日に農

地と回答しており、平成２８年９月１３日開催の平成２８年度第６回総会報告

第３１号で報告したものです。競売の公告は平成２９年９月１４日、入札期間

は平成２９年１１月１日から１１月９日まで、開札期日は平成２９年１１月１

５日、売却決定期日は平成２９年１１月２２日、特別売却実施期間は平成２９

年１１月１６日から１７日まで。なお申請者は経営拡張のため買受を希望する

ものです。農地法第３条第２項各号の判断につきましては、お手元の調査書の

とおりで該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。以上で

あります。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第５５号は承認することに

決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後２時２０分 

 

(         委員 退席 ) 
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再開 午後２時２０分 

 

議  長（力石堅太郎君）休憩を解いて会議を再開します。 

 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第５６号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）２３ページお願いします。議案第５６号、十和田市農用地利用

集積計画の作成に係る要請について。農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の

規定により、十和田市長に対して別紙のとおり農用地利用集積計画を定めるよう

要請することの承認を求める件でございます。 

 

議  長（力石堅太郎君）農用地利用調整会議の結果について報告願います。５番 箕輪 

展忠 委員、お願いいたします。 

 

報告委員（箕輪展忠君）十和田市農用地利用集積計画の作成に係る要請に関する報告をい

たします。１０月５日午後に、國分委員、野月委員、私の３名で会長室において

農用地利用調整会議を行い、聴取調査を実施しました。あっせん件数は所有権移

転の６件です。申請地はすべて農業振興地域内の農用地区域内農地であり、所有

権の移転を受ける者は認定農業者及びその世帯員です。あっせん対象の６件のう

ち申請番号１１番と申請番号１３番から１６番までは労力不足により売買するも

ので、申請番号１２番は相手方要望による売買です。申請地は所有権の移転を受

ける者の経営する農地の近くにあることから農地の集約が図られるものと考えま

す。利用調整委員としては、申請内容及びあっせんについて適当と認めましたの

で、その旨を１０月５日付で会長あてに農用地利用調整会議の調整結果として報

告しております。以上のことから、委員の皆様の審議をお願い申し上げ、報告と

いたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）箕輪委員、ご苦労様でした。事務局から提出議案の内容を説明

いたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）補足説明いたします。１７番ですけれども、これは公益社団

法人あおもり農林業支援センターが事業継承して実施している農地保有合理化

事業の一時貸付による買受期限到来によるものです。所有権の移転を受ける者

が平成２４年８月２４日から５年間この農地を借り受けて、今まで支払った貸

付料総額の８０パーセントを割り引いて売却するものです。２６ページお願い

いたします。賃借権１件、４番は期間満了による再設定です。今回申請のあっ

た所有権移転７件及び賃借権１件につきましては、調査書のとおりで農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上であ
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ります。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり要請

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第５６号は要請することに

決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後２時２４分 

 

(         委員 着席、        委員 退席 ) 

 

再開 午後２時２５分 

 

議  長（力石堅太郎君）休憩を解いて会議を再開します。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第５７号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）２７ページお願いいたします。議案第５７号、十和田市農用地

利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

基づく農地中間管理機構に係る農用地利用集積計画の作成について、別紙のとお

り十和田市長から依頼があったので、農業委員会の意見を求める件でございます。

２８ページお願いいたします。賃借権の設定が２８ページから３３ページまで、

２０件６３筆、面積の合計が１４０，７８１平方メートルです。２９ページ３４

番は経営転換協力金の対象です。３２番、３３番、３６番、４０番、４２番、４

４番から４７番、５０番は協力金対象外です。その他は耕作者集積協力金の対象

です。次に使用貸借による権利ですが、３４ページから５３ページまで、７０件

３７２筆、面積の合計が８１４，３０５平方メートルです。３４ページ２３番は

経営転換協力金の対象です。４９ページ７４番は協力金対象外です。その他は耕

作者集積協力金の対象です。利用権の設定を受ける者は全て農地中間管理機構で

ある公益社団法人あおもり農林業支援センターで、利用権設定期間は使用貸借の
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４８番の貸借期間は５年間で、その他は１０年間となっております。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第５７号は承認することに

決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後２時２８分 

 

(         委員 着席 ) 

 

再開 午後２時２８分 

 

議  長（力石堅太郎君）休憩を解いて会議を再開します。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第５８号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）５４ページお願いします。議案第５８号、農地法第４条第１

項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について。農地法第４条第２項の規

定により、別紙のとおり許可申請書の提出があったので、県知事に送付するた

めの意見を求める件でございます。 

 

議  長（力石堅太郎君）許可申請に係る現地調査及び聴取調査の結果について報告願い

ます。１０番 國分 弘志 委員、お願いします。 

 

報告委員（國分弘志君）それでは第４条の農地転用に関する報告をいたします。第４条の

農地転用は今月の申請番号５番の１件です。申請番号５番の転用事由は牛舎及び

堆肥舎の建築で、それぞれ１棟ずつ建てる計画となっています。農地区分につい

ては、申請地は第１種農地に該当しますが、農業用施設の建設であることから不

許可の例外となります。以上、現地調査と聴取調査の結果、申請地は農地転用の
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要件を満たしており、申請内容に対して適当と認められますので、委員の皆様の

審議をお願い申し上げ、報告といたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）國分委員、ご苦労様です。事務局から提出議案の内容を説明い

たします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）５番の場所は国道１０２号沿いにある旧奥入瀬小学校から東に

３００メートル進んだ地点です。以上であります。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可

相当とすることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第５８号は許可相当とする

ことに決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第５９号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）５６ページお願いします。議案第５９号、農地法第５条第１

項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について。農地法第５条第３項の規

定により、別紙のとおり許可申請書の提出があったので、県知事に送付するた

めの意見を求める件でございます。 

 

議  長（力石堅太郎君）許可申請に係る現地調査及び聴取調査の結果について報告願い

ます。１０番 國分 弘志 委員、お願いします。 

 

報告委員（國分弘志君）それでは第５条の農地転用に関する報告をいたします。第５条の

農地転用は今月の申請番号４３番から４７番までの５件です。申請番号４３番は

自己住宅の建築で、４４番は４３番の隣接地で２区画の宅地分譲を行うものです。

申請番号４５番ですが、こちらも自己住宅の建築です。４６番は１区画の宅地分

譲を行うもので、４７番は貸駐車場を整備するものです。次に農地区分について

ですが、申請番号４３番から４６番までは都市計画法の用途地域内であり、第３

種農地に該当します。申請番号４７番は申請地の沿道に水道管及び下水道管が埋

設されており、申請地付近に教育、医療等の施設が２ヵ所以上あることから市街
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地化の傾向が著しい区域にある農地として、こちらも第３種農地に該当します。

以上、現地調査と聴取調査の結果、申請地は農地転用の要件を満たしており、ま

た申請内容に対して適当と認められますので、委員の皆様の審議をお願い申し上

げ、報告といたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）國分委員、ご苦労様です。事務局から提出議案の内容を説明い

たします。 

 

事務局長（佐々木勇悦君）補足説明いたします。４３番４４番は隣接地で前谷地公園の東

側隣接地です。４５番の場所は杉の子保育園から南に５０メートル進んだ地点で

す。４６番の場所は若葉球技場から南西に約５００メートル進んだ地点です。４

７番の場所はさくら保育園から南西に約１２０メートル進んだ地点です。以上で

あります。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可

相当とすることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第５９号は許可相当とする

ことに決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）以上で今総会に付議されました議事は全て終了いたしました。

これをもちまして、平成２９年度第８回十和田市農業委員会総会を閉会いたしま

す。誠にご苦労様でした。 

 

 

閉会 午後２時３５分  

 


